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　本誌前号（１７８・９号）で、昨年１２月１７日
に発表されたブッシュ大統領のミサイル
防衛「初期配備」決定の内容について
分析し、「日米共同技術研究が矛盾を露
呈し始めた」と指摘した。この指摘が現
実化していることが、１月２８日ワシントン
発の共同通信の記事で明らかになった。
　本誌が指摘したのは、２００４－５年初期
配備で「海上配備型中間飛行段階シス

テム」の迎撃ミサイルの配備を決定した
とすると、イージス艦とＳＭ３（スタンダード・
ミサイル３）迎撃ミサイルを使った、４０００ｋ
ｍまでの射程の敵ミサイルの迎撃が、日
米共同技術研究の成果を待つまでもな
く可能になる。日本が必要とする戦域ミ
サイル防衛（ＴＭＤ）は、この射程で十分
であるから、日本は自国の防衛と関係の

 北朝鮮の核開発
 の歴史

　北朝鮮の原子力技術はソ連の援助に
よって１９５０年代末に出発した。１９６５年８
月にヨンビョン（寧辺、３ページの地図参照）
に最初の研究用原子炉ＩＲＴが臨界に達
し、稼働し始めた。ＩＲＴ炉（軽水炉）は最
初は熱出力２メガワット（ＭＷth）であった
が、７４年に４ＭＷth、８６年に８ＭＷthに
なった。
　１９７９年に北朝鮮の原子力技術は、国
産時代に入った。ヨンビョンに電気出力５
メガワット（５ＭＷｅ、熱出力２０ＭＷth）の炉

「北東アジア非核地帯」こそ平和解決の第一歩

北朝鮮：核の瀬戸際外交を止めよ
米国：ＮＰＴ合意の破壊を止めよ
日本：核兵器依存から脱却せよ

特集「北朝鮮の核問題」

　２００３年１月１０日、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が、またもや核不拡散条約（ＮＰＴ）からの脱退を
宣言した。大きく捉えるならば、ブッシュ政権の「悪の枢軸」路線がここに行き着かせたと言える。しかし、事
態の急速な推移はおそらく米国の思惑を超えたものであっただろう。現在進行している事態を理解するた
めに、背景となる基本的事実を整理しておきたい。

　日米ミサイル防衛共同研究

本誌前号の指摘が現実に

の自力建設がヨンビョンで始まり、８６年に
稼働し始めた。これは、天然ウラン、黒鉛
減速炉である。同じ時期に、ウラン鉱精
製所や燃料加工施設も建設された。小
規模のウラン採掘、精製の歴史は、植民

地支配下で、日本が第２次世界大戦中
に原子爆弾開発を行ったときに遡ると言
われている（ＩＳＩＳ（科学と国際安全保障研
究所）報告、２０００年）。
　１９８７年頃には、使用済み燃料、あるい

８ページへ左上つづく
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　現在、朝鮮半島には米国の悪らつな対
朝鮮敵視政策により、わが民族の自主権と
国家の安全が著しく侵害される危険な情
勢が生じた。
　米国は、２００２年１１月２９日に続き１月６日、
またしても国際原子力機関（ＩＡＥＡ）をそそ
のかしてわれわれに反対する「決議」を採
択させた。
　米国のそそのかしによって、ＩＡＥＡは、
「決議」で米国の対朝鮮敵視政策の所産
である核問題の本質と、核不拡散条約（Ｎ
ＰＴ）脱退の効力発生を臨時停止させたわ
れわれの特殊地位を無視し、われわれを
「罪人」扱いしながら、「核計画」を検証可能
な方法で直ちに放棄せよと脅迫した。
　「決議」の採択に続いてＩＡＥＡの事務局
長は、われわれが数週間以内にその「決
議」を履行しなければ、国連安全保障理事
会に提起して制裁を加えると最後通牒まで
突きつけた。
　これは、ＩＡＥＡが依然として米国の手下、
代弁人に転落しており、ＮＰＴが力でわれわ
れを武装解除させ、われわれの制度を崩
壊させようとする米国の対朝鮮敵視政策の
道具として悪用されていることを明白に示
している。
　とくに、ＩＡＥＡが今回の「決議」で、ＮＰＴと
朝米基本合意文（ピースデポ注：「米朝枠組み
合意」のこと）に乱暴に違反した米国に対し
ては一言半句もなく、被害者のわれわれに
だけ米国の武装解除要求を無条件に受け
入れ、自衛権を放棄せよと強要して、米国
から「ＩＡＥＡは米国が言おうとしていたこと
をそのまま言った」という評価まで受けたの
は、ＩＡＥＡが標ぼうしている公正さという看
板がどんなに虚偽で偽善であるかをその
まま示している。

　朝鮮民主主義人民共和国政府は、ＩＡＥ
Ａの今回の「決議」がわが国の自主権と民
族の尊厳に対する重大な侵害になると認
め、これを断固と断罪、排撃する。
　今日、朝鮮半島で平和と安全をかく乱
し、情勢を極端な局面へと追い込んでいる
張本人はまさに米国である。
　ブッシュ政権の出現以降、米国はわれわ
れを「悪の枢軸」と名指ししてわれわれの
制度を否定するということを国策として宣
布し、わが国を核先制攻撃の対象に決め
つけることにより、公然と核宣戦布告までし
た。
　米国は、「米朝枠組み合意」に系統的に
違反したあげく、新たに「核疑惑」を持ち出
して重油の提供まで中断することにより、合
意を余すところなく踏みにじったし、不可侵
条約を締結するとのわれわれの誠意ある
提案と真しな交渉努力に「封鎖」と「軍事的
よう懲」威嚇で、「話はしても交渉はしない」
というごう慢な態度で応えた。
　このような米国が、今やＩＡＥＡまで動員し
てわれわれに対する圧殺策動を国際化し
たことにより、われわれに対する宣戦布告は
実際の行動に移され始め、したがって朝鮮
半島の核問題を平和的に公正に解決する
最後の可能性までとうとう消え去ってしまっ
た。
　朝鮮半島に一触即発の危険な情勢が生
じた１９９３年３月、われわれがＮＰＴからの脱
退を宣言しなければならなかったのも、ほ
かならぬわれわれに反対する米国の核戦争
策動とＩＡＥＡの不公正さのためであった。
　米国が必死になってわれわれを圧殺し
ようとしており、ＩＡＥＡが米国の対朝鮮敵視
政策の道具として盗用されていることが再
度明白になった状況のもとで、われわれは

これ以上、ＮＰＴの加盟国としてとどまりなが
ら国の安全と民族の尊厳を侵害されるわけ
にはいかない。
　朝鮮民主主義人民共和国政府は、わが
国家の最高利益が極度に威嚇されている
重大な事態に対処して国と民族の自主権
と生存権、尊厳を守るため次のように決定
する。
　第１に、米国が１９９３年６月１１日付の米朝
共同声明によって核威嚇中止と敵対意思
放棄を公約した義務を一方的に放棄した
状況のもとで、朝鮮政府は同声明によって
「必要だと認める期間一方的に臨時停止」
させたＮＰＴからの脱退効力が自ずと即時
発生するということを宣言する。
　第２に、朝鮮民主主義人民共和国がＮＰ
Ｔから脱退するのに伴い、条約第３条に伴う
ＩＡＥＡとの保障措置協定の拘束からも完全
に脱するということを宣言する。
　ＮＰＴからの脱退は、わが共和国に対す
る米国の圧殺策動とそれに追従したＩＡＥＡ
の不当な行為への当然な自衛的措置であ
る。
　われわれはＮＰＴから脱退するが、核兵
器を製造する意思はなく、現段階において
われわれの核活動は、唯一、電力生産をは
じめ平和的目的に限られるであろう。
　米国が、われわれに対する敵視圧殺政
策を放棄し核威嚇を中止するなら、われわ
れは核兵器を製造しないということを朝米
間の別途の検証を通じて証明して見せる
こともありうるであろう。
　米国とＩＡＥＡは、協議の方法で核問題を
平和的に解決するとのわれわれの最後の
努力にまで背を向け、われわれをついに条
約脱退へと追い詰めた責任から絶対に逃
れられないであろう。

※『朝鮮時報』（２００３年１月１０・２４日合併号））
より。読みやすく句読点を加えた。「下手人」→
「手下」に変更した。太字は編集部。

　ＮＰＴからの脱退宣言　（全文）
朝鮮民主主義人民共和国政府声明　　２００３年１月１０日（ピョンヤン）

は照射ウラン燃料からプルトニウムを抽
出する放射化学研究所（再処理施設）の
建設が、やはりヨンビョンで始まった。
　この段階でのグラファイト減速炉を用
いたプルトニウム抽出計画は、明白な記
録的証拠がなくても核兵器製造計画が
背後にあったと考えるのが自然であろう。

 現在の核関連施設

　現在、北朝鮮にある主要な核関連施
設は３ページの図のようなものである。そ

の中心地は、ヨンビョンである。原子炉は
研究原子炉２基（ヨンビョンのＩＲＴとピョンヤ
ン（平壌）郊外）と、後述するように９４年「米
朝枠組み合意」で凍結された原子炉３
基がある。３基のうち運転実績があるの
は、前述のヨンビョンの５メガワット黒鉛減
速炉だけである。他の２基は、同じヨン
ビョンで９０年代前半に運転予定であっ
た電気出力５０メガワット黒鉛減速炉と、
テチョン（泰川）で９０年代末に運転を目
指していた２００メガワット黒鉛減速炉であ
る。いずれも運転開始前に凍結された。
　ヨンビョンには、原子炉の他に核燃料
加工施設、使用済み燃料あるいは照射
ウランからプルトニウムを取り出す再処
理施設（放射化学研究所）がある。いずれ
も「枠組み合意」で凍結されていた。

　地図にクムチャンニ（金昌里）も示した。
この場所は、米国が地下核施設として大
騒ぎしたが、無関係であったという教訓
の場所である。詳しくは後述する。
　昨年１０月に米国が問題にしたウラン
濃縮施設に関連して、米国からハガプ、
ヨンジョドン、ピョンヤンの国家科学院と
いう三つの地名が韓国に示されたと報
道されたが、それ以上の情報はない。

 北朝鮮への
 核査察の歴史
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　本日、わが国において、わが国の国家主
権とわが国の安全を脅かす重大な事態が
発生した。
　米国と南朝鮮当局は、北朝鮮に対する
核戦争のリハーサルである「チーム・スピ
リット」合同軍事演習を挑戦的に再開し、こ
れと同時に、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）事務
局の若干の職員と米国の率いる一部の加
盟国は、２月２５日のＩＡＥＡ理事会の会合に
おいて、核活動とは無関係な我 の々軍事施
設に対する特別査察を要求する「決議」を
採択せしめた。
　これは、北朝鮮の主権の侵害であり、そ
の国内問題に対する介入であり、我々の社
会主義の抹殺を目的とする敵対行為であ
る。北朝鮮政府は、米国及び南朝鮮当局の
朝鮮人民に対する無謀な核戦争の策謀を
強く非難し、ＩＡＥＡ理事会会合の不当な決
議を断固として拒否する。

（略）

　こういったすべての事実は、米国、北朝
鮮に対して敵対的な勢力、及びＩＡＥＡ事務
局の若干の職員が、非核兵器国であるわ

が国の主権と安全を害し、我 の々社会主義
体制を抹殺するために、ＮＰＴを悪用してい
ることを明白に示している。
　現下のこのような異常な状況下において
は、我 は々もはやＮＰＴに基づく義務を履行
することはできない。
　朝鮮民主主義人民共和国政府は、自国
の至高の利益を守る措置として、核不拡散
条約からやむを得ず脱退するとの決定を
宣言する。
　ＮＰＴからの脱退は、米国による核戦争の
策略とＩＡＥＡ事務局の若干の職員による北
朝鮮への不当な行為に対する極めて正当
な自衛措置である。北朝鮮の原則的立場
は、米国が北朝鮮に対する核による威嚇を
止め、ＩＡＥＡ事務局が独立と公平の原則に
回帰するまで不変である。
　米国は、その冷戦時代の時代遅れの発
想法を放棄し、直ちに核戦争のリハーサル
である「チーム・スピリット」合同軍事演習を
中止し、さらに非核兵器国の信用を傷つ
け、彼らを抑圧するためにＩＡＥＡを操ること
を慎まなければならない。
　たとえ米国、北朝鮮に対して敵対的な勢

力、及びＩＡＥＡ事務局の若干の職員が「特
別査察」や一定の「措置」で我 を々脅して
も、我 は々少しも恐れることはないであろう。泥
棒のような議論や力ずくの行為で我々が動
かされることはない。いかなる「軍事的脅威」
も「政治的・イデオロギー的攻勢」も「封鎖」
も我が国民の行く手を阻むことはできない。
　核エネルギーを平和的目的に利用する
という北朝鮮政府の政策は不変であり、我
が国民は、朝鮮半島を非核兵器地帯にする
ためにあらゆる努力を払い続けるであろう。
　我 は々、国際正義を大切にする多くのＩＡ
ＥＡ加盟国とＩＡＥＡ理事会の多数の理事国
による、北朝鮮の正当な立場への支持と共
感に対して、この機会に感謝の意を表明し
たい。
　米国によってＩＡＥＡ理事会の会合に強
要された不当な「決議」に対する我々の拒
絶は、わが国の主権を守り、同時に、発展途
上国の共通の利益を保護するものである。
　朝鮮民主主義人民共和国政府及び朝
鮮人民は、平和と正義を重んじる世界各国
の政府と人民が朝鮮半島における重大な
事態に大いなる注意を払い、その支持と連
帯を北朝鮮政府の自衛措置に向けること
を確信している。
※出典：「軍縮条約・資料集」（第２版）藤田
久一、浅田正彦編。太字は編集部。

北朝鮮のＮＰＴ脱退声明　（抜粋）

発表　１９９３年３月１２日（ピョンヤン）

（ＩＳＩＳ報告「北朝鮮の核パズルを解く」（２０００年）と朝日新聞記事（２００２．１２．２３）より作成）

（核兵器不拡散条約からの脱退に関する朝鮮民主主義人民共和国の声明）

　ソ連は、北朝鮮の原子力開発が平和
目的に限定されるように指導したであろ
う。北朝鮮は１９７４年に国際原子力機関
（ＩＡＥＡ）に加盟し、１９７７年にはＩＲＴ炉とそ
こでの臨界集合体に関係する最初の保
障措置協定（ＩＮＦＣＩＲＣ／２５２）を結んだ。
（ＩＡＥＡについては、４ページの囲み参照。）
　５ＭＷｅの国産炉の運転が始まる前の
１９８５年１２月に、北朝鮮は核不拡散条約
（ＮＰＴ）に加盟した。そしてＮＰＴ下におけ
る保障措置協定（ＩＮＦＣＩＲＣ／４０３）が結ば
れ、１９９２年４月に発効した。９２年５月、北
朝鮮は協定に基づく「初期目録報告」
（「初期報告」とも言う）を提出した。その中
には、査察対象の７施設における核物質
目録の申告、それら施設の設計情報、施
設外の核物質保管場所のリスト、建設中
あるいは計画中の核施設のリスト、科学
研究所のリスト、原子力産業に関係する核
施設のリストが含まれていた。
　この申告に基づくＩＡＥＡ査察が、直ち
に始まった（５月）。しかし、９月の第３次査
察の頃から、北朝鮮が申告した事実とＩ
ＡＥＡの分析結果の不一致が現れ始め
た。それに米国からの衛星情報が加わ
り、ＩＡＥＡは北朝鮮が軍の管理下にある
とする二つの疑惑施設（核廃棄物貯蔵施
設と思われた）への査察を要求した。北朝

北朝鮮の主要な核関連施設
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　ＩＡＥＡ（本部：ウィーン）は、１９５４年の
第８回国連総会で採択されたＩＡＥＡ憲
章に基づき、１９５７年７月２９日に発足し
た。加盟国は１３７カ国（２００２年１１月現
在）。３５ヶ国で構成される理事会と毎
年１回開催される総会で政策が決定
される。１９９７年１２月より、モハメッド・エ
ルバラダイ氏が事務局長を務める（現
在２期目）。原子力の平和利用を促進
するための技術協力などのほか、核物
質の軍事転用防止を目的とした各国
の原子力関連施設への査察を含む保
障措置を実施している。
　１９７０年３月に発効した核不拡散条
約（ＮＰＴ）は、その締約国である非核
兵器国に対し、ＩＡＥＡとの間で平和的
な原子力活動に関わるすべての核物
質を対象とする保障措置協定を締結

するよう義務付けている（第３条）。一
方、核兵器保有国は、ＮＰＴに基づくＩＡ
ＥＡ保障措置を受け入れる義務を持
たないが、部分的に保障措置の自発
的受け入れをおこなっている。なお、１
９７４年にＩＡＥＡに加盟した北朝鮮は、１
９９４年６月１３日にＩＡＥＡから脱退した。
インド、パキスタン、イスラエル、イラク
は加盟国である。
　１９９３年のイラク、北朝鮮による保障
措置協定違反を契機に、ＩＡＥＡは保
障措置制度の強化に関する検討を開
始した。その結果、１９９７年５月にＩＡＥＡ
に新たな権限を付与するためのモデル
議定書が特別理事会で採択された。
「追加議定書」と呼ばれるこの議定書
には２００２年１１月現在、６７カ国が署名
し、日本を含む２８カ国で発効している。

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）とは？

　１９９４年１０月２１日に米朝間で妥結し
た「枠組み合意」に基づき、９５年３月９
日、米・日・韓の３カ国の協定によって
設立された国際共同事業体（本部：
ニューヨーク）。意思決定機関は、原現
加盟国である日・米・韓および９７年９
月に加盟した欧州連合（ＥＵ）の各代
表により構成される理事会である。２００
１年５月１日以来、米国のチャールズ・
カートマン大使（元朝鮮半島和平協議担
当特使）が事務局長を務める。これら４
カ国・地域に加え、一般メンバーとし
て、ニュージーランド、オーストラリア、

カナダ、インドネシア、チリ、アルゼンチ
ン、ポーランド、チェコ、ウズベキスタン
の９カ国が参加している。
　ＫＥＤＯの主目的は、北朝鮮の既存
の黒鉛減速炉を凍結し最終的に解体
する代わりに、軽水炉２基を建設し提
供すること、また、１基目の軽水炉完成
までの代替エネルギーとして年間５０
万トンの重油を供給することである。
「軽水炉供給とりきめ」（９５年１２月）など、
ＫＥＤＯと北朝鮮との間でさまざまな議
定書が締結されている。

朝鮮半島エネルギー開発機構（ＫＥＤＯ）とは？

鮮はそれを拒否した。
　９２年１１月の第４次査察の後、ＩＡＥＡと
北朝鮮の調整は限界に達しつつあり、９３
年１月にはＩＡＥＡ事務局長が保障措置
協定にある「特別査察」（７３条と７７条）の
適用を示唆した。つまり、これまでのアド・
ホック（特定）査察から、不審点解明の目
的をもった査察への移行であった。特別
査察の拒否は、国連安保理に問題が持
ち込まれる可能性を意味していた。

 １９９３年の
 ＮＰＴ脱退宣言

　査察は第６次まで継続したが前進が
なく、９３年２月２５日、ＩＡＥＡ理事会は、強
い調子で事務局長の特別査察の要請
に応えるよう北朝鮮に要求し、事務局長
に交渉結果を１か月以内に報告するよう
求める決議を採択した。それに対して北
朝鮮は、「主権を守るために自衛のため
の対抗措置をとらざるをえない」と反発し
た。このような経過を経て北朝鮮は、３月
１２日、遂にＮＰＴからの脱退を宣言した。
　脱退宣言の抜粋を、３ページに掲げ
た。本論では、核疑惑問題に限定して推
移をたどっているので、北朝鮮を取り巻く
情勢の全体像を見失いがちになるの
で、ここで注意を喚起しておきたい。脱
退宣言がチームスピリット米韓軍事演習
に触れているように、ＩＡＥＡと北朝鮮の対
決の過程には、米国の対北政策の影が
絶えずつきまとっている。その状況は、２０
０２年１０月から２００３年１月に至る今回の
流れと、極めて似通ったところがある。
　つまり当時は、１９９１年１２月の「南北基
本合意書」によって、相互不可侵や武力
行使の放棄など、南北間の画期的な緊
張緩和が達成された流れの中にあっ
た。９２年２月には南北非核化共同宣言
が発効した。そして９２年春、１９７６年以来
毎年続いていたチームスピリット米韓軍
事演習が中止された。初めてのＩＡＥＡ査
察もこのような状況下で始まっていたの
である。
　しかし、ＩＡＥＡが「特別査察」を示唆す
ることと平行して、米国の軍事的な介入
が露骨になった。９２年１０月下旬、米韓は
９３年チームスピリットを復活させることを
発表した。そして、９３年１月２１日～４月２０

日、韓国全土とその周辺海域で、米軍５
万６０００人、韓国軍約７万人という大部隊
を展開し、対北朝鮮への大規模な軍事
威嚇を行ったのである。

 ＮＰＴ脱退の停止

　ＮＰＴ条約の規定によれば、脱退は３か
月前に通告しなければならない。この３
か月の猶予期間に、ＩＡＥＡ理事会は北

朝鮮と交渉を続けたが、５月の安保理決
議（Ｓ／ＲＥＳ／８２５（１９９３））を挟んで、北朝
鮮は米国との交渉に力点を置くように
なった。６月２日に、ニューヨークでカン・ソ
クジュ（姜錫柱）第一外務次官とロバー
ト・ガルーチ国務次官補の間の第１回米
朝高官協議が始まった。そして４回の協
議の結果、６月１１日、つまり北朝鮮のＮＰ
Ｔ脱退宣言が発効する前日、米朝は共
同声明を発して、一旦危機を脱した。
　米国は、「核兵器を含め武力は使わ
ず、武力による威嚇も行わない」保証を
与え、北朝鮮は「ＮＰＴからの脱退発効に
ついて、必要と認める限り、一方的に、一
時停止する」と表明した。
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　この共同声明は、やがて９４年「枠組み
合意」の基礎となる重要な意味を持つ。
そして、その後もＩＡＥＡの査察再開につ
いての交渉が続いた。

 ＩＡＥＡ脱退
 →枠組み合意へ

　９４年３月に、９３年５月の第７次査察以
来１０か月ぶりの査察が再開したが、５Ｍ
Ｗｅ炉の使用済み燃料の取り出し時の
査察を巡って紛糾した。北朝鮮は、査察
官の立ち会いを拒否し、独自に燃料棒８
０００本を取り出した。このことによって、ＩＡ
ＥＡは、燃料棒の完全な所在確認ができ
なかったのみならず、５ＭＷｅ炉の「初期
目録報告」の検証が出来なくなり、今日
に至るまで北朝鮮の核兵器用核物質の
保有量について不明確さを広げる原因
の一つとなっている。
　この紛争の中で、北朝鮮はＩＡＥＡから
の脱退を表明した（９４年６月１３日）。しか
し、ＩＡＥＡは、脱退してもＮＰＴ条約に留ま
る限り、ＩＡＥＡと北朝鮮の間の保障措置
協定は有効であるとの立場をとっている。
　この新たな危機は、ジミー・カーター元
米大統領特使の訪朝によって解決の糸
口が見出され、第３ラウンドの米朝高官
協議が開始された。
　１９９４年１０月、ジュネーブで「米朝枠組
み合意」が成立した。その内容は、本誌１
７２号に要約してあるので、参照していた
だきたい。上記の査察経過との関連で
いうと、次の３点が重要であろう。
　①兵器用核物質の抽出がより困難な
軽水炉を２０００ＭＷｅ相当分供給す
ることと引き替えに、北朝鮮はすべ
ての黒鉛減速炉と関連施設を凍結
し、最終的に廃棄する。

　②５ＭＷｅ炉から取り出した使用済み
燃料はそのまま保管し、国内での
再処理を行わない処理方法につい
て協議する。

　③「軽水炉プロジェクトの重要な部分
が完了し、中心的な核関連機器が
搬入される前の段階で」保障措置
協定（ＩＮＦＣＩＲＣ／４０３）の完全実施
に移行する。

　地図に関連して前述した設備の凍結
は、このように義務づけられたのである。

凍結を監視するために、ＩＡＥＡはヨン
ビョンに査察員を常駐させることになっ
た。
　１９９５年３月、上記①を実行し、軽水炉
１号機が完成するまで重油を毎年５０万ト
ン供給することを任務とするＫＥＤＯ（朝鮮
半島エネルギー機構）が、米韓日３国により
発足した。（ＫＥＤＯの詳細は、４ページ囲み
記事を参照のこと。）

 クムチャンニ騒動

　ＫＥＤＯによる諸施設の凍結は、今回の
ＮＰＴ脱退の再宣言事態が起こるまで
は、成功したと考えられている。
　しかし、「枠組み合意」の履行を巡っ
て、北朝鮮と米国の間にはさまざまな紆
余曲折があった。ミサイル問題も、新しく
加わった重要な政治的因子であるが、
査察問題に関連した重要例として、１９９８
～９年のクムチャンニ騒動を振り返って
おこう。
　１９９８年８月、米情報機関が得た北朝
鮮の地下「秘密核兵器工場」の情報が

『ニューヨーク・タイムズ』にリークされ、大
きく報道された。その場所が、ヨンビョン
北西のクムチャンニである。クリントン政
権の北朝鮮政策を弱腰外交と批判する
勢力の仕掛けたリークであったと考えら
れる。米国では議会のＫＥＤＯへの懐疑
心を増幅させた。日本では、８月末のテ
ポドン発射と相まって、北朝鮮の脅威を
印象づける材料となった。
　米国は地下施設への立ち入りを要求
し、北朝鮮は核と無関係な軍事施設で
あるとして立ち入りを拒否した。結局、食
糧援助と引き替えに１９９９年５月に約２０名
の米国専門家がクムチャンニを視察し
た。北朝鮮は、米国に自由に調査させ
た。
　４０ｍ幅、６ｍ高で網目状に延べ９ｋｍに
わたって掘られたトンネルは、岩肌が露
出したままであり、いかなる設備の建設
の形跡もなかった。米国専門家チーム
は、トンネルの目的は不明だが、原子炉
や再処理施設には極めて不適切な構造
であり、「枠組み合意」に違反していない
と結論づけた。２０００年５月に米チームは、
再度クムチャンニを訪問したが、何の変
化も検出できなかった。
　いわゆる米国の情報機関の情報は、
メディアが好んで報道するが、私たちは
絶えず冷静に判断しなければならない

●２００２年●
１０月１６日 米国務省、北朝鮮が高濃縮ウラン製造計画などの核開発をケリー国務次

官補訪朝時に認めたと発表。
１０月２５日 北朝鮮外務省「核問題に関する談話」発表。濃縮計画を否定、核保有の権

利を主張。米に不可侵条約締結提案。
１１月１４日 ＫＥＤＯ理事会、北朝鮮の核開発を非難し、１２月からの重油供給凍結で合

意との声明を発表。
１１月２９日 ＩＡＥＡ理事会、北朝鮮のウラン濃縮計画を非難し、ＩＡＥＡの保障措置の即

時履行を求める決議を採択。
１２月１４日 北朝鮮原子力総局長、核関連施設の凍結解除、監視カメラの一方的撤去

を予告するＩＡＥＡあての書簡。
１２月２１日 北朝鮮、ヨンビョンの実験用黒鉛減速炉（５ＭＷｅ）の封印を撤去、監視カメ

ラなどにも覆い。ＩＡＥＡ確認。
１２月２２日 北朝鮮、使用済み燃料８０００本の貯蔵庫の封印も撤去。ＩＡＥＡ確認。
１２月２４日 ＩＡＥＡ、北朝鮮が放射化学研究所（再処理施設）、核燃料加工施設を含む

ヨンビョン４施設の封印を撤去したことを確認。
１２月２７日 北朝鮮原子力総局長、ＩＡＥＡ査察官を退去させるとの決定を伝えるＩＡＥ

Ａあての書簡。
１２月２８日 北朝鮮、ＩＡＥＡ査察官２人に対して、国外退去を通告。
１２月３０日 ＩＡＥＡ、北朝鮮が再処理施設を１～２ヶ月内に再稼動と２７日に伝えていた

ことを公表。
１２月３１日 ＩＡＥＡ査察官国外退去。
●２００３年●
１月６日 ＩＡＥＡ緊急理事会、北朝鮮の核施設再凍結と核開発計画の即時停止、保

障措置再開に向けた協議の再開を求める決議を全会一致で採択。
１月１０日 北朝鮮、ＮＰＴ脱退とＩＡＥＡ保障措置協定からの離脱を宣言。

北朝鮮のＮＰＴ脱退宣言に至る最近の動き
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衆議院・参議院（２００２．６．３０～７．３１）
＊上記の期間のほか、閉会中審査を含む。

第１５４回通常国会
国会レポート

国会図書館のホームページですべての
会議録を閲覧できます。安全保障問題
が審議された委員会名を列挙します。

http://www.ndl.go.jp/
＜衆議院＞

７/３[決算行政監視委][武力攻撃事態特別委]、
７/９[安保委]、７/１０[外務委][決算行政監視委]、
７/１１[沖縄・北方問題特別委]、７/１２[外務委]、
７/１７[外務委][国家基本政策委・合同審査会]
７/１９[外務委]、７/２３[決算行政監視委：第一・第

二・第四分科会]、７/２４[外務委］[厚生労働委］
[国土交通委］[武力攻撃事態特別委］、７/２５[安
保委］、７/２６[外務委］
＊閉会中審査＊９/２０[外務委］

◎質問主意書（質問日→答弁書）
●金田誠一（民主）「『海幕三等海佐開示請求者
リスト事案等に係る調査報告書』」（７/１→８/２；質
問１１６号）（7/１６→７/２３；質問１３６号）、「九州南西
海域不審船事案での威嚇射撃における事実関係
の改ざん」（７/２６→８/２７；質問１５６号）
●長妻昭（民主）「情報公開法に基づく開示決定
等に対する不服申し立ての情報公開審査会への
諮問遅れ等」（７/５→８/２；質問１２４号）、「有事法制
等にある『我が国』の定義」（７/５→７/１６；質問１２６
号）、「アフガニスタンにおける結婚式参列者への
米軍の誤爆に対する日本の態度」（７/１９→７/２６；
質問１４２号）、「大使等に対する着任国からの便宜
供与の実態」（７/１９→８/７；質問１４４号）、「防衛庁
のほか、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源
エネルギー庁及び会計検査院が、情報公開法に
基づく行政文書開示請求書記載以外の個人情報

をリスト化している件」（７/３１→９/６；質問１９１号）
●平岡秀夫（民主）「『日米安全保障条約に基づく
在日米軍の行動基準等』」（７/８→７/２３；質問１２８
号）
●原陽子（社民）「米軍基地に関する『日本環境
管理基準』」（７/１５→９/１３；質問１３５号）、「相模原
市内の米軍基地」（７/１６日提出；質問１３７号）
●大島令子（社民）「朝鮮人（韓国籍・朝鮮籍）学
校」（７/２３→８/３０；質問１５１号）
●北川れん子（社民）「青森県六ヶ所村を国際熱
核融合実験炉（ＩＴＥＲ）の候補地とする政府決定」
（７/２９→９/１０；質問１６６号）
●首藤信彦（民主）「『ＮＧＯの組織強化につなが
る支援』」（７/２９→８/２７；質問１６７号）
●大島令子（社民）「台湾向け原子力発電設備の
輸出許可」（７/３０→８/２７；質問１７２号）
●保坂展人（社民）「青木盛久前ケニア大使証言
と鈴木宗男衆議院議員証言ならびに外務省調査
報告書の相違」（７/３０日提出；質問１８４号）、「ケニ
ア、ソンドゥ・ミリウ水力発電事業の見直し」（７/３０
→９/２０；質問１８５号）、「情報公開請求者の『応接

ことをクムチャンニ騒動は教えている。

 今回の
 ＮＰＴ脱退事態

　２００２年１０月１６日、北朝鮮が「核兵器
のためのウラン濃縮計画を持っているこ
とを認めた」という米国務省の発表（本誌
１７４号に全訳）が、２００３年１月１０日のＮＰＴ
脱退宣言に至る直接の契機であった。
　しかし、今日に至るまで、「ウラン濃縮
計画の中味」のみならず「北朝鮮が何を
認めたのか」に関する事実関係は、ほと
んど解明されていない。米国も北朝鮮
も、事実を明らかにしないことを手段とし
た、外交目的の達成に専念している。
　１０月２５日の北朝鮮外務省スポークス
マンの談話は、「何の根拠資料もない」と
言いつつ、「自主権と生存権を守るた
め、核兵器はもちろん、それ以上のものも
所有する権利がある」（英文テキスト：『朝
鮮時報』１１月８日）と言っている。一方、騒
ぎの発端となった北朝鮮の「自認」を直
接聴いたケリー国務次官補は、北朝鮮
のカン（姜）第一外務次官の具体的な言
葉を尋ねられたのに対して、「発表しな
い」と回答を拒否した（１１月１９日）。
　米国務省報道に続いて、事態を急速
に動かした決定要因は、１１月１４日のＫＥ
ＤＯ理事会による重油供給凍結の声明
であった。これは、９４年「枠組み合意」の
当事者・米国が、公式に不履行を宣言
する行為であり、「枠組み合意」破棄に

等しかった。韓国は抵抗をし、日本も望ま
なかったが、米国に押し切られた。この
局面では、ピョンヤン宣言に基づく日本
外交の戦略的姿勢の欠如が批判される
べきである。
　それ以後、北朝鮮は５ページの年表に
あるように、次 と々核の瀬戸際外交をエ
スカレートさせた。そして、遂には使用済
み燃料再処理を再稼働させること、つま
りは兵器用プルトニウム抽出を臭わせな
がら、「米国との不可侵条約」という政治
的目標をたぐり寄せようとしている。

 公正な基盤
 による解決を

　北朝鮮の今回の脱退宣言の全文を２
ページに掲載した。前述した１９９３年の脱
退声明と同じく、今回も北朝鮮はＮＰＴ脱
退を言いつつ、「核兵器製造する意思は
ない」と述べている。さらにそう言いつつ
「プルトニウム抽出」という瀬戸際のアク
ションを通告している。
　米国が、ブッシュ政権になって北朝鮮
に対してとってきた政策が、いかに国際
信義に反するものであったかについて、
本誌はすでに１７４号で解説した。クリント
ン政権末期に、相互に「敵対的な意図を
持たない」「過去を払拭した新しい関係
を建設するために今後全力を尽くす」と
共同コミュニケ（２０００年１０月１２日）を出し
ていながら、米国は、１年後には、「悪の
枢軸」呼ばわりをして、ＫＥＤＯを破壊する

意図を露骨にした。
　さらに、昨年１０月に米国がウラン濃縮
問題を持ち出した背景には、再開する日
朝正常化交渉や韓国の大統領選挙に、
米国が介入する意図が見えていた。
　幸い、韓国、日本、中国、ロシアの抵抗
で、米国の単純な道筋はとれなくなって
いる。
　ブッシュ政権の強硬路線は、核兵器
問題を軸にして進行しているが、重要な
のはこの分野で米国は国際合意を踏み
にじっている「最悪の当事国」であること
である。とりわけ、「核態勢見直し」で暴
露された核兵器政策が、ＮＰＴ２０００年合
意を踏みにじり、ＮＰＴ体制そのものを破
壊する危険があることを、本誌は繰り返
し指摘してきた。この点に触れない北朝
鮮批判は公正さを欠く。
　日本にとって、日朝問題とは過去の補
償問題、拉致被害者の問題、脱北者の
人権問題など、核・ミサイルなど安保問
題以外にも山積した多くの問題を含む
包括的な問題である。基礎となる両国間
の信頼醸成を図りつつ一歩一歩前進し
なければならない。
　核問題が中心議題となっているとき、
日本は被爆国としてユニークな役割を
果たしうるはずである。にもかかわらず、
日本は、米国の追随者であったり、自主
核武装の意図が疑われたりする国とし
てしか、この場面に登場しない。日本は、
核兵器が非人道兵器であることを明言
し、核兵器に依存することを否定する立
場へと政策転換をしなければならない。
　繰り返し主張するが、北東アジア非核
地帯をテーブルにのせることこそ、日本
がとるべき道である。（梅林宏道）●Ｍ
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　「安全保障内閣委員会」（ＣＣＳ）は本日会
合を開き、インドの核ドクトリンの作戦化にお
ける進展について検討した。委員会は核ドク
トリンおよびインドの核兵器／部隊を支配す
る作戦体制に関する以下の情報を、国民に
公表すべきであるとの決定を行なった。

２．インドの核ドクトリンは次のように要約でき
る。
　ｉ）信頼できる最小限抑止力の構築およ
び維持

　ｉｉ）核兵器の「第一不使用」態勢は、イン

ドの領土またはいかなる場所であれ
インド軍への核攻撃に対する報復に
おいてのみ行使される。

　ｉｉｉ）第一攻撃に対する核兵器による報
復は、大規模なものであり、受け入れ
難い損傷を与えるように設計される。

　ｉｖ）核兵器による報復攻撃は、「核最高
司令部」を通じて、文民の政治指導
者によってのみ認可される。

　ｖ）非核国に対する核兵器の不使用。
　ｖｉ）しかしながら、インドまたはいかなる
場所であれインド軍に対する生物ま

　２００３年１月４日、インド政府は「インド核ドクトリン」を実行するた
めの安全保障内閣委員会の方針を公表した。「核ドクトリン」（草
案）は１９９９年８月に発表され、「信頼できる最小限抑止力」、「核兵
器の第一不使用」および「消極的安全保障」を三つの柱としてい
る。今回付加されたのは、「核ドクトリン」の作戦化における司令
系統の明確化、および報復核攻撃をインドに対する生物・化学
兵器による大規模攻撃に対しても行なうことの明示である。前者
に関しては、パキスタンはすでに「核最高司令部」を２０００年２月に
設立し、この点のインドの遅れが指摘されていた。後者に関して
は、これによって「核兵器の第一不使用」の原則が、実質的に壊
されたと言えよう。印パ間におけるこうした核軍拡競争の激化の
背景として、両国における原理主義勢力の台頭、およびカシミー
ル紛争の解決が暗礁に乗り上げていることが挙げられるであろ
う。以下、インド安全保障内閣委員会の報道発表と「核軍縮と平
和のための連合」の声明を全訳する。（藤田明史）

　「核軍縮と平和のための連合」（ＣＮＤＰ）は、インドの抑止力を作戦化するバジパイ
政権の決定を深く憂慮する。「核最高司令部」（ＮＣＡ）および「戦略軍」の創設は、印パ
両国を厳戒態勢の核配備へとこれまで以上に近づけ、南アジアの軍拡の階段を一歩
上らせるということであり、したがって、恐ろしい破壊をもたらす核使用の可能性を現
実化するものである。
　われわれは―インド政府も５０年間にわたってそうしてきたように―核抑止というもの
は致命的な欠陥を持つ、忌まわしい教義であると考える。印パ間における透明性や戦
略的距離の欠如、および誤算と事故の歴史から考えれば、それはとりわけインド亜大
陸においては失敗に終わる他ない。われわれは、最新のインド核ドクトリンにおいて「第
一不使用」の誓約が、さらにいっそう弱まったことを残念に思う。米国の「大量破壊兵
器と闘うための国家戦略」をまねて、インドは、インドまたはインド軍に対する生物・化
学兵器による攻撃を受けた場合には、何１０万人もの非戦闘員である一般市民を殺戮
するといった、甚だしくバランスを欠いた報復攻撃の威嚇を行なっている。
　首相を長とする、ＮＣＡの政治委員会のみが核攻撃を認可できるということは、何の
慰めにもならない。民主主義の政府が広島・長崎の残虐行為を命令したのである。印
パ両国はカルギルにおいて、また最近１０ヵ月にわたる対立の間、核による威嚇を傲慢
に交わしてきたし、現在も継続している。ＮＣＡの設置によって、こうした威嚇はとりわけ
危険なものとなるだろう。南アジアにおける核による大惨事は、核の危険性を削減する
措置を協議することによって回避されなければならない。われわれは印パ両国民に、
それぞれの政府に対して核戦争の瀬戸際から引き返すよう、働きかけることを呼びか
ける。（訳：藤田明史、ピースデポ）

「核軍縮と平和のための連合」（ＣＮＤＰ）声明
２００３年１月１０日

インド安全保障内閣委員会の報道発表

たは化学兵器による大規模な攻撃
が行なわれた場合には、インドは核
兵器による報復の選択肢を保持す
る。

　ｖｉｉ）核およびミサイル関連物質や技術
の厳格な輸出管理の継続、兵器用
核分裂物質生産禁止条約（カット
オフ条約）の交渉への参加、および
核実験モラトリアムの遵守の継続。

　ｖｉｉｉ）全世界的な、検証可能な、非差別
的な核軍縮を通じて、核兵器のな
い世界という目標に対する誓約の
継続。

３．核最高司令部は「政治委員会」および「執
行委員会」から成る。政治委員会は首相
が議長を務める。それは核兵器の使用を
認可できる唯一の機関である。

４．執行委員会は「国家安全保障顧問」が議
長を務める。それは核最高司令部の意思
決定のための意見を具申し、政治委員会
によって与えられる命令を執行する。

５．ＣＣＳは、現行の指揮・統制系統、準備態勢
の状況、報復攻撃のための標的戦略、およ
び警戒・発射の様 な々段階における作戦
手順に関する検討を行なった。委員会は
全体的な準備状況に関して満足の意を表
明した。ＣＣＳは、全戦略部隊を管理し運営
する戦略軍総司令官を任命することを承
認した。

６．ＣＣＳはまた、起こり得るあらゆる事態に備
えて、報復核攻撃のための代替指揮系統
の体制を検討し、承認した。
　（訳：藤田明史、ピースデポ）

インド核使用体制を具体化

●Ｍ

記録』」（７/３１→９/６；質問１９３号）
●中村哲治（民主）「我が国における条約難民の
認定体制」（７/３１→８/２７；質問１９５号）

＜参議院＞
７/２[外交防衛委]、７/３[本会議]、７/４[外交防衛
委]、７/８[行政監視委]、７/９[外交防衛委]、７/１０
[予算委]、７/１１[外交防衛委]、７/１２[沖縄・北方
問題特別委員会]、７/１５[決算委][行政監視委]、
７/１６[内閣委][外交防衛委][経済産業委]、７/１
８[内閣委][外交防衛委]、７/２２[行政監視委]、７/
２３[内閣委][外交防衛委]、７/３１[外交防衛委]
＊閉会中審査＊８/８[決算委]、９/１１[決算委]、９/
１２[決算委]、９/２６[決算委]、１０/３[決算委]、１０/
１０[外交防衛委]、１０/１６[決算委]

◎質問主意書（質問日→答弁書）
●福島瑞穂（社民）「メロックス社製ＭＯＸ燃料に
ついて東京電力の行った製造確認試験及び製造
実績調査」（７/１８→９/３；質問３６号）、「厚木基地上
空の飛行・離発着訓練」（７/２６→９/１０；質問４２号）
●大脇雅子（社民）「一般戦災傷病者」（７/２２→８/
２７；質問３７号）
●大田昌秀（社民）「在沖縄米軍基地に出入りす
るいわゆる『ベースタクシー』の『営業権料』」（７/２
４→８/７；質問３９号）、「米兵の『急使』の不逮捕特
権」（７/２９→９/１０；質問４８号）
●井上美代、緒方靖夫（共産）「米軍横田基地」

８ページ左上へつづく
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日  誌
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(作成:竹峰誠一郎、中原聖乃、中村桂子）

次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、青柳絢子、大澤一枝、佐藤毅彦､竹峰誠一郎、津留佐和子、中原聖乃、中村和子、
藤田明史、梅林宏道

ＣＣＳ＝安全保障内閣委員会
ＣＮＤＰ＝核軍縮と平和のための連合
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＩＣＢＭ＝大陸間弾道ミサイル
ＩＳＩＳ＝科学と国際安全保障研究所
ＫＥＤＯ＝朝鮮半島エネルギー開発

機構
ＭＷｔｈ＝熱出力メガワット
ＭＷｅ＝電気出力メガワット
ＮＣＡ＝核最高司令部
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＴＭＤ＝戦域ミサイル防衛

今号の略語

ピースデポの会員
になって下さい。

会員には、『モニター』と『会報』が郵送さ
れるほか、情報の利用にあたって優遇さ
れます。（会員種別、会費、手続について
は、お問い合わせ下さい。）『核兵器・核
実験モニター』の購読のみも可能です。

宛名ラベルメッセージについて
・会員番号（６桁）：会員の方に付いています。
・「（定）」：会員以外の定期購読者の方。
・「今号で誌代切れ、継続願います。」「誌代
切れ、継続願います。」：入会または定期購
読（年６，０００円）の更新をお願いします。
・メッセージなし：贈呈いたしますが、入会を
歓迎します。

ピースデポ電子メールアドレス
事務局＜office@peacedepot.org＞
梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞

●１月６日　ＩＡＥＡ緊急理事会、北朝鮮に施設再
凍結と核開発放棄求める決議。
●１月７日　北朝鮮への対応をめぐるＴＣＯＧ会
合、ワシントンで開催。米国の「対話の用意」明記
した声明発表。
●１月９日　インド、短距離地対地ミサイル「アグニ
１」発射実験に成功と発表。
●１月９日　ＵＮＭＯＶＩＣとＩＡＥＡ、安保理非公式
会合にイラクＷＭＤ査察中間評価を報告、「決定
的な証拠は見つかっていない」が、疑惑は「何ら解
決されていない」。
●１月１０日　北朝鮮、ＮＰＴ脱退とＩＡＥＡ保障措置
協定からの離脱を宣言。（本誌参照）
●１月１０日　アナン国連事務総長、北朝鮮ＮＰＴ
脱退通告を懸念し「再考を強く求める」声明発表。
●１月１０日　小泉首相、ロのプーチン大統領と日
ロ行動計画合意。
●１月１１日　北朝鮮の崔鎮洙・駐中国大使、記者
会見で米国次第でミサイル発射実験再開と核兵
器製造の可能性示唆。
●１月１３日　エルバラダイＩＡＥＡ事務局長、ドビ
ルパン仏外相と会談、ＷＭＤ査察「完全報告は
数ヶ月必要」。
●１月１４日　小泉首相、靖国神社参拝。中国、韓
国から抗議表明。
●１月１４日　石破防衛庁長官、ロのセルゲイ・イワ
ノフ国防省と会談、ＭＤについて「防衛的手段で、
他国に軍事的脅威を与えない」。

●１月１６日　エルバラダイＩＡＥＡ事務局長、イラク
査察「まだ多くのやるべきことが残されている」。同
日、ブリスクＵＮＭＯＶＩＣ委員長、２７日提出のイラク
査察報告書「最終的なものではない」。
●１月１６日　査察団、バクダット南のウハイダー弾
薬庫から化学兵器用の空弾頭発見明らかに。
●１月１７日　アーミテージ米国務副長官、北朝鮮
不可侵「書簡や公式の声明」など包括的提案検
討と明言。
●１月１８日　エルバラダイＩＡＥＡ事務局長、国連
査察団がイラク人科学者の自宅からウラン濃縮
技術に関する文書を発見したと、明らかに。
●１月１８日　イラク攻撃に反対する大規模な集会
とデモ、米国、日本を含め世界各地で開催。
●１月１９日　ＵＮＭＯＶＩＣ委員長とＩＡＥＡ事務局
長、イラク入り。２０日、イラク側と査察方法の改善に
向けた１０項目の共同声明発表。
●１月１９日　ブリスクＵＮＭＯＶＩＣ委員長、イラク当
局者から「新たに化学兵器用の空弾頭４発見つ
かった」と報告を受けたと明らかに。
●１月２０日　米海軍横須賀基地を拠点とする米
第７艦隊の空母キティーホーク、同基地出港。
●１月２０日　国連安保理、テロ対策を主要議題と
する外相級会合開催、事実上イラク問題対応協
議の場へ。

ＩＡＥＡ＝国際原子力機関／ＭＤ＝ミサイル防衛／
ＮＰＴ＝核不拡散条約／ＴＣＯＧ＝日米韓三国調整
グループ／ＵＤＰ＝部隊展開計画／ＵＮＭＯＶＩＣ＝
国連監視検証査察委員会／ＷＢ＝ホワイト・ビー
チ／ＷＭＤ＝大量破壊兵器

沖縄
●１月６日　嘉手納基地で、Ｆ１５が緊急着陸。
●１月７日付　沖縄にＵＤＰで派遣されている一部
部隊の駐留延長が明らかに。海兵隊力、２００人程
度増強とみられる。琉球新報の報道。　
●１月７日　嘉手納基地で、Ｆ１５が緊急着陸。ＫＣ
１３５空中給油機も緊急着陸。
●１月７日　米少佐女性暴行未遂事件で、那覇地
裁に２度目の保釈請求。８日、那覇地裁、「証拠隠
滅の恐れあり」と却下。
●１月８日　嘉手納基地で、Ｆ１５２機が緊急着陸。
●１月９日　Ｐ３Ｃ対哨戒機が緊急着陸、嘉手納。
●１月１３日　嘉手納基地で、Ｆ１５戦闘機３機とＭＣ
１３０特殊救難機１機が緊急着陸。

　核兵器廃絶メーリングリスト
（abolition-japan）は、核兵器廃絶のた
めの情報と意見の交換をするメーリン
グリストです。
　どなたでも無料で参加できます。
　登録方法は、件名を空欄のまま、
majordomo-j@jca.apc.org宛に
「subscribe abolition-japan」とのみ本
文に記入したメールを送ってください。

核兵器廃絶
メーリングリストに
参加しましょう。

ない高度システムの共同開発に投資を
することになる、という点であった。
　共同通信によると、米国は日米共同技
術研究の対象としている５３センチ径の
スタンダードミサイルを白紙にもどし、初
期配備の対象である３４センチ径に開発
努力を集中する、と通知したという。そし
て、「日本はこの初期配備型を米国から
買え」と米国は話を持ち掛けている。
　我々の指摘通りの矛盾が露呈された
訳であるが、さらに一点注意すべきこと
がある。ブッシュの長期的プランでは、
「海上配備型中間飛行段階システム」の
高性能化によって、これをさらに長距離
弾道弾の迎撃につなげ、陸上配備のＩＣ
ＢＭ迎撃システムを補完する役割を持た
せる構想を持っている。日米共同技術
研究が、この方向に秘密裡に利用される
危険を十分監視しなければならない。
（梅林宏道）

１ページ右下からつづく

（７/２９→９/６；質問４７号）
●又市征治（社民）「大使天下り人事と北方三島
疑惑」（７/３０→８/２７；質問４９号）

●１月１４日　橋本沖縄大使、離任会見で、県民と
米軍の犯罪率を比較し「在沖米軍の方が数字が
低い」。１７日、稲嶺知事、この発言を批判。
●１月１５日　嘉手納基地で、Ｅ３ＡＷＡＣＳ（空中早
期警戒機）１機が緊急着陸。
●１月１６日　政府、嘉手納基地内一部土地の強
制使用手続きで、契約拒否地主に代わり署名。
●１月１７日　勝連町ＷＢに米強襲揚陸艦エセック
スが寄港。２０日、出港。

◇◇◆◇◇

◇◇◆◇◇

７ページ左下国会レポートよりつづく ●谷博之（民主）「ミャンマー国バルーチャン第二
水力発電所補修計画における環境・社会面の影
響」（７/３０→８/２７；質問５１号）

●Ｍ


